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は
じ
め
に

近
代
日
本
の
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
歴
史
研
究
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降

「
救
癩
」
の
顕
彰
か
ら
検
証
へ
と
大
き
く
転
換
し
、
近
年
で
は
療
養
所
に
お
け
る
入

所
者
個
人
の
営
為
や
自
治
会
等
の
集
団
的
実
践
を
跡
づ
け
る
な
ど
関
心
を
広
げ
て

い
る

１
。
二
〇
〇
八
年
に
制
定
さ
れ
た
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
基
本
法
は
、
第
一
八
条
で

「
国
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
で
あ
っ
た
者
等
及
び
そ
の
家
族
の
名
誉
の
回
復
を
図

る
た
め
、
国
立
の
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館
の
設
置
、
歴
史
的
建
造
物
の
保
存
等
ハ
ン

セ
ン
病
及
び
ハ
ン
セ
ン
病
対
策
の
歴
史
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
そ
の

他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
」
と
し
て
、
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館
（
東
京
都
）
の

設
置
根
拠
を
示
す
と
と
も
に
、
各
療
養
所
に
は
社
会
交
流
会
館
等
の
名
称
で
学
芸

員
が
配
置
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
啓
発
の
拠
点
と
し
て
調
査
・
研
究
を
進
め
て
い
る
。

一
方
で
、
こ
れ
ら
の
活
動
に
不
可
欠
な
各
療
養
所
の
歴
史
資
料
は
し
ば
し
ば
氏

名
等
を
含
み
、
そ
の
保
存
や
活
用
に
向
け
た
法
的
根
拠
は
必
ず
し
も
充
分
で
は
な

い
。
小
稿
は
、
療
養
所
内
に
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
う
し
た
記
録
に
つ
い
て
、
現

行
の
公
文
書
管
理
法
と
の
関
係
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
今
後
の
保
存
・
活
用
基
盤

構
築
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
書
か
れ
る
。

具
体
的
に
は
、①
国
立
療
養
所
菊
池
恵
楓
園（
熊
本
県
）に
お
け
る「
患
者
身
分
帳
」

の
調
査
が
進
む
な
か
で
法
と
の
関
係
が
焦
点
と
な
る
過
程
、
②
厚
生
労
働
省
と
統

一
交
渉
団
の
過
程
で
公
文
書
管
理
法
の
適
用
対
象
外
と
な
る
「
歴
史
資
料
等
保
有

施
設
」
を
整
備
す
る
案
が
浮
上
す
る
経
過
、
③
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
二
〇
二
三
年

五
月
に
開
催
さ
れ
た
ハ
ン
セ
ン
病
市
民
学
会
分
科
会
「
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
公

文
書
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
考
え
る
」
に
お
け
る
議
論
、
④
分
科
会
後
の
動
向
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
、
論
点
の
整
理
を
行
う
。
な
お
③
で
言
及
す
る
分
科
会
全

体
の
議
論
は
い
ず
れ
ハ
ン
セ
ン
病
市
民
学
会
年
報
誌
上
に
お
い
て
公
表
さ
れ
る
見

込
み
だ
が
、現
時
点
（
二
〇
二
三
年
一
〇
月
）
で
は
刊
行
の
予
定
が
な
い
こ
と
か
ら
、

部
分
的
と
は
い
え
内
容
を
速
報
す
る
こ
と
も
本
稿
の
目
的
と
な
る
。

な
お
、
入
所
者
個
人
の
記
録
や
各
療
養
所
自
治
会
の
記
録
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス

ト
リ
ー
に
つ
い
て
も
同
様
に
多
く
の
課
題
が
あ
る
も
の
の
、
本
稿
で
は
公
文
書
に

対
象
を
限
定
す
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
す
る
。
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一

　
菊
池
恵
楓
園
蔵
「
患
者
身
分
帳
」
調
査
の
進
展

菊
池
恵
楓
園
で
は
一
九
〇
九
年
の
開
設
後
、
入
所
者
が
明
治
四
〇
年
法
律
第

一
一
号
「
癩
予
防
ニ
関
ス
ル
件
」（
以
下
、
一
九
〇
七
年
法
）
で
定
義
す
る
入
所
資

格
、
す
な
わ
ち
「
療
養
ノ
途
ヲ
有
セ
ス
且
救
護
者
ナ
キ
モ
ノ
」（
第
二
条
）
を
満
た

す
か
に
つ
い
て
確
認
し
た
記
録
類
を
「
患
者
身
分
帳
」
と
い
う
名
称
で
一
人
一
冊

ず
つ
作
成
し
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
帳
面
は
最
終
の
退
所
年
お
よ
び
退
所
理
由
（
大

き
く
は
死
亡
・
逃
走
・
そ
の
他
）
ご
と
に
分
類
・
収
納
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
帳
面
に
は
警
察
か
ら
療
養
所
へ
の
送
致
記
録
や
、
本
籍
地
役
場
か
ら
の
戸
籍
謄

本
、
扶
養
義
務
者
が
患
者
を
扶
養
し
う
る
か
に
つ
い
て
の
定
期
的
な
現
況
確
認
、

こ
れ
ら
の
調
査
を
踏
ま
え
た
知
事
宛
「
救
護
費
免
除
具
申
書
」
な
ど
が
綴
ら
れ
る
。

入
所
後
の
履
歴
や
事
績
は
含
ま
れ
な
い
が
、
死
亡
し
た
際
に
は
遺
骨
の
引
取
照
会
、

軽
快
退
所
に
際
し
て
面
接
記
録
な
ど
が
含
ま
れ
る
場
合
も
あ
る
。

旧
事
務
本
館
内
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
れ
ら
の
患
者
身
分
帳
は
、
菊
池
恵
楓
園
内

で
整
理
と
調
査
が
開
始
さ
れ
、
二
〇
一
八
年
に
な
っ
て
野
上
玲
子
氏
（
副
園
長
、
当

時
）・
原
田
寿
真
氏
（
社
会
交
流
会
館
学
芸
員
）
に
よ
る
研
究
成
果
が
公
表
さ
れ
た

２
。

そ
の
整
理
作
業
は
現
在
も
継
続
し
て
お
り
、
福
祉
課
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
紐
付
け

ら
れ
る
こ
と
で
、
入
所
者
遺
族
に
対
す
る
補
償
請
求
の
た
め
入
所
期
間
を
確
定
す

る
記
録
と
し
て
の
性
格
も
帯
び
て
い
る
。

患
者
身
分
帳
と
い
う
機
微
情
報
を
含
む
史
料
の
閲
覧
は
、
現
在
、
菊
池
恵
楓
園

が
設
置
す
る
倫
理
委
員
会
で
審
査
・
承
認
さ
れ
た
研
究
計
画
に
基
づ
い
て
行
わ
れ

て
い
る
。
医
療
機
関
に
お
け
る
倫
理
審
査
と
は
、
研
究
に
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
を

広
く
共
有
す
る
こ
と
で
患
者
の
利
益
に
な
る
こ
と
を
目
的
に
設
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、
保
管
方
法
、
匿
名
化
手
順
等
の
承
認
を
得
た
う
え
で
、
開
設
後
か
ら

一
九
四
一
年
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
患
者
身
分
帳
を
閲
覧
し
て
い
る

３
。
そ
の
結
果
、

筆
者
も
一
九
二
七
年
に
九
州
療
養
所
で
軽
症
患
者
の
退
所
を
認
め
る
軽
快
退
所
制

度
が
創
設
さ
れ
る
背
景
と
運
用
実
態
に
関
す
る
考
察
な
ど
を
行
っ
た

４
。

こ
う
し
た
分
析
が
進
む
一
方
、
展
示
施
設
が
公
文
書
の
保
存
施
設
と
し
て
法
的

根
拠
を
欠
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

５
。
そ

も
そ
も
熊
本
県
で
は
、
ら
い
予
防
法
の
廃
止
の
遅
れ
を
違
憲
と
断
じ
た
国
家
賠
償

請
求
訴
訟
熊
本
地
裁
判
決
を
受
け
て
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
三
年
に
か
け
て

ハ
ン
セ
ン
病
施
策
関
係
資
料
収
集
事
業
に
取
り
組
み
、
そ
の
結
果
、
菊
池
恵
楓
園

旧
事
務
本
館
に
大
量
の
文
書
を
確
認
し
た
。
二
〇
〇
六
年
に
旧
事
務
本
館
を
改
修

し
た
社
会
交
流
会
館
を
国
が
設
置
し
た
後
も
、
入
所
者
の
骨
格
標
本
が
作
成
さ
れ

て
い
た
問
題
の
実
態
解
明
の
た
め
に
二
〇
一
三
年
か
ら
二
〇
二
〇
年
に
か
け
て
学

芸
員
が
関
わ
り
な
が
ら
調
査
が
進
み
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
時
点
で
事
務
文
書

五
九
一
八
件
、
カ
ル
テ
八
九
八
八
件
、
患
者
身
分
帳
五
一
一
一
件
、
生
活
史
料

一
一
三
一
件
の
ほ
か
、
写
真
二
四
四
〇
一
件
（
仮
）
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る

６
。

菊
池
恵
楓
園
で
医
療
記
録
を
含
む
広
汎
な
記
録
の
調
査
・
分
析
が
進
め
ら
れ
て
い

る
点
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
二
〇
二
二
年
五
月
に
は
社
会
交
流
会
館
が
歴
史

資
料
館
と
し
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
。
だ
が
、
現
行
の
公
文
書
管
理
法
の
も
と

で
は
展
示
施
設
に
お
い
て
公
文
書
を
管
理
す
る
根
拠
が
な
く
、
歴
史
の
継
承
が
困

難
に
陥
る
と
い
う
危
機
感
を
現
場
に
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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二

　
公
文
書
管
理
問
題
の
浮
上

現
在
、
ハ
ン
セ
ン
病
に
関
す
る
国
の
施
策
は
、
全
国
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所

者
協
議
会
（
以
下
、
全
療
協
）、
ハ
ン
セ
ン
病
違
憲
国
家
賠
償
訴
訟
全
国
原
告
団
協

議
会
、
ハ
ン
セ
ン
病
違
憲
国
家
賠
償
訴
訟
全
国
弁
護
団
連
絡
会
、
ハ
ン
セ
ン
病
家

族
訴
訟
原
告
団
と
い
う
五
団
体
か
ら
な
る
統
一
交
渉
団
が
厚
生
労
働
省
に
要
求
書

を
提
出
し
、そ
の
書
面
回
答
を
踏
ま
え
て
、ハ
ン
セ
ン
病
問
題
対
策
協
議
会
（
以
下
、

協
議
会
）
で
双
方
が
確
認
書
に
署
名
す
る
形
式
で
進
め
ら
れ
て
い
る

７
。

こ
れ
ま
で
協
議
会
で
は
、
施
設
整
備
や
医
療
態
勢
の
確
保
な
ど
が
主
た
る
課
題

と
な
っ
て
き
た
が
、
そ
の
要
求
内
容
に
二
〇
二
一
年
に
な
っ
て
公
文
書
管
理
問
題

が
追
加
さ
れ
た
。
現
在
、
療
養
所
の
社
会
交
流
会
館
を
公
文
書
管
理
法
の
適
用
対

象
外
と
す
る
「
歴
史
資
料
等
保
有
施
設
」
に
指
定
す
る
案
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
端
緒
と
な
っ
た
の
は
、
二
〇
二
一
年
二
月
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
サ
イ
ト
に
、
一
九
〇
〇
年
に
大
町
警
察
署
（
長
野
県
）
が
作
成
し
た
「
癩

病
患
者
並
血
統
家
系
調
」
と
い
う
記
録
が
出
品
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
長
野
県

の
調
査
に
も
関
わ
ら
ず
資
料
の
流
出
経
路
は
解
明
さ
れ
ず

８
、
同
年
一
一
月
の
協

議
会
で
は
療
養
所
内
で
膨
大
な
文
書
・
標
本
等
の
史
料
が
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

そ
の
保
存
・
管
理
に
関
す
る
法
的
根
拠
が
明
確
で
な
く
流
出
・
廃
棄
の
危
険
性
が

あ
る
と
し
て
、
調
査
や
今
後
の
管
理
の
あ
り
方
の
検
討
、
必
要
な
法
整
備
が
求
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
厚
労
省
は
「
当
事
者
の
声
も
伺
い
な
が
ら
検
討

す
る
」
と
回
答
し
て
い
る

９
。

一
方
、
二
〇
二
二
年
三
月
に
全
療
協
は
第
八
一
回
臨
時
支
部
長
会
議
を
開
催
し
、

各
園
が
保
存
す
る
公
文
書
等
の
保
管
が
各
園
の
「
永
続
化
」
と
密
接
に
関
わ
る
問

題
と
し
て
「
各
園
で
保
管
す
る
こ
と
が
本
来
の
あ
り
方
で
あ
り
、
資
料
館
建
設
の

際
に
提
供
し
た
文
書
類
に
つ
い
て
も
、
各
支
部
に
返
還
の
要
求
が
あ
れ
ば
全
療
協

の
要
求
に
加
え
る
」
こ
と
を
決
議
し
て
、
現
地
保
存
を
求
め
、
社
会
交
流
会
館
を

公
文
書
管
理
法
上
に
位
置
づ
け
る
た
め
の
早
急
な
検
討
が
必
要
と
し
た

10
。

そ
の
後
、
二
〇
二
二
年
八
月
に
交
わ
さ
れ
た
協
議
会
の
確
認
事
項
で
は
、
厚
労

省
が
公
文
書
管
理
に
つ
い
て
統
一
交
渉
団
と
早
急
に
意
見
交
換
の
場
を
持
ち
具
体

的
な
方
向
性
を
検
討
す
る
こ
と
を
表
明
し

11
、
さ
ら
に
二
〇
二
二
年
九
月
の
協
議

会
で
は
、
統
一
交
渉
団
が
（
一
）
台
帳
流
出
問
題
に
関
し
て
都
道
府
県
に
文
書
の

所
在
調
査
実
施
に
む
け
て
調
整
し
て
い
る
こ
と
、（
二
）
療
養
所
内
の
資
料
館
で
歴

史
的
文
書
保
存
施
設
に
す
る
方
向
性
が
「
確
認
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
菊
池
恵

楓
園
の
資
料
館
が
適
合
す
る
か
を
検
討
す
る
よ
う
要
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
厚

労
省
は
「
歴
史
資
料
等
保
有
施
設
」
に
指
定
し
て
資
料
を
保
有
す
る
こ
と
も
選
択

肢
の
一
つ
と
し
て
、
二
〇
二
二
年
七
月
に
菊
池
恵
楓
園
歴
史
資
料
館
を
訪
問
し
た

う
え
で
、
内
閣
府
に
指
定
条
件
を
満
た
し
て
い
る
か
照
会
し
て
い
る
と
し
た

12
。

そ
も
そ
も
、「
歴
史
資
料
等
保
有
施
設
」
と
は
、「
歴
史
的
若
し
く
は
文
化
的
な

資
料
又
は
学
術
研
究
用
の
資
料
」
を
保
有
す
る
施
設
で
あ
り
、
現
在
岡
山
大
学
附

属
図
書
館
を
含
む
全
国
四
六
四
施
設
が
政
令
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
施
設
で
保
有
さ
れ
る
資
料
は
「
特
別
な
管
理
」
が
な
さ
れ
て
い
る
と
し
て
公
文

書
管
理
法
の
適
用
対
象
と
な
る
「
行
政
文
書
」、「
法
人
文
書
」
か
ら
除
外
さ
れ
る
。

こ
こ
で
い
う
特
別
な
管
理
と
は
公
文
書
管
理
法
施
行
令
第
四
条
に
よ
る
も
の
で
、

①
当
該
資
料
が
専
用
の
場
所
に
お
い
て
適
切
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
当
該

資
料
の
目
録
が
作
成
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
目
録
が
一
般
の
閲
覧
に
供
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
③
原
則
と
し
て
、
一
般
の
利
用
の
制
限
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
④
当
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該
資
料
の
利
用
の
方
法
お
よ
び
期
間
に
関
す
る
定
め
が
設
け
ら
れ
、
か
つ
、
当
該

定
め
が
一
般
の
閲
覧
に
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
⑤
当
該
資
料
に
個
人
情
報
が
記
録

さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
個
人
情
報
の
漏
え
い
防
止
の
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
、
と
い
う
五
つ
の
要
件
を
満
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

近
い
将
来
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
が
療
養
所
と
し
て
の
機
能
を
停
止
し
よ
う
と
す

る
な
か
に
あ
っ
て
、
現
在
、
邑
久
光
明
園
（
岡
山
県
）
な
ど
で
も
書
庫
の
整
備
が

要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
「
歴
史
資
料
等
保
有
施
設
」
の
新
設
と
維
持
が
、

記
録
の
流
出
防
止
と
歴
史
の
実
態
解
明
を
進
め
る
た
め
の
恒
久
的
な
対
策
と
し
て

相
応
し
い
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
社
会
交
流
会
館
等
は
現
在

指
定
管
理
者
が
一
年
ご
と
に
契
約
を
締
結
し
て
管
理
を
担
っ
て
い
る
。
指
定
管
理

者
か
ら
派
遣
さ
れ
た
学
芸
員
が
調
査
の
実
務
を
担
う
な
か
で
、
職
責
と
使
命
感
か

ら
取
り
扱
う
資
料
が
広
が
り
、
目
録
や
規
程
な
ど
が
曖
昧
な
ま
ま
利
用
の
み
が
先

行
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
指
定
管
理
の
業
務
内
容
と
の
整
合
性
も
論
点
と
浮
上
さ

せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

以
上
の
経
過
か
ら
、
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
立
場
を
越
え
て
関
心
を
持
つ
多
様
な

参
加
者
が
「
交
流
」「
提
言
」「
検
証
」
を
続
け
て
い
る
ハ
ン
セ
ン
病
市
民
学
会
の

交
流
集
会
に
お
い
て
、「
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
公
文
書
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
考

え
る
」
と
い
う
分
科
会
が
企
画
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

三

　
公
文
書
管
理
法
を
適
用
す
る
う
え
で
の
課
題

さ
て
、
こ
の
分
科
会
で
は
、
学
芸
員
・
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
・
研
究
者
が
発
言
し
た
が
、

現
在
検
討
さ
れ
て
い
る
「
歴
史
資
料
等
保
有
施
設
」
に
は
課
題
が
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
特
に
内
閣
府
や
国
立
公
文
書
館
に
勤
務
し
多
く
の

実
務
経
験
を
も
つ
下
重
直
樹
氏
（
学
習
院
大
学
）
の
発
言
内
容
に
絞
っ
て
、
そ
の

あ
ら
ま
し
を
示
す
。

下
重
氏
は
問
題
の
基
本
的
な
性
格
が
二
〇
一
一
年
の
公
文
書
管
理
法
施
行
前
に

作
成
さ
れ
た
「
未
登
録
文
書
」
を
ど
う
管
理
す
る
か
に
あ
る
と
し
て
、
多
岐
に
わ

た
る
課
題
を
指
摘
し
た
が
、
こ
こ
で
は
三
つ
の
点
か
ら
整
理
し
て
お
く
。

第
一
に
、
未
登
録
文
書
の
実
態
把
握
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
公
文
書
管
理
法

で
は
文
書
は
す
べ
か
ら
く
「
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
」
に
登
録
し
、
記
録
の

存
在
を
公
開
す
る
こ
と
が
必
要
（
第
七
条
）
で
あ
る
。
そ
の
際
、
現
場
で
の
保
存

期
間
や
、
保
存
期
間
満
了
後
に
廃
棄
す
る
か
国
立
公
文
書
館
に
移
管
す
る
か
と
い
っ

た
一
連
の
フ
ロ
ー
を
定
義
し
た
レ
コ
ー
ド
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
策
定
も
求
め
ら
れ
る
。

レ
コ
ー
ド
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
作
成
の
た
め
に
は
実
態
の
把
握
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、

暫
定
的
に
「
未
定
」
と
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る

13
。
ま
ず
は
、
登
録
を
進
め
て
い

か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。

第
二
に
、
説
明
責
任
と
の
関
係
で
あ
る
。
公
文
書
管
理
法
は
国
立
公
文
書
館
に

移
管
さ
れ
た
特
定
歴
史
公
文
書
に
も
利
用
請
求
権
を
認
め
る
一
方
、「
歴
史
資
料
等

保
有
施
設
」
は
同
法
が
適
用
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
保
管
さ
れ
る
学

術
資
料
の
収
集
・
閲
覧
・
廃
棄
基
準
は
公
文
書
の
よ
う
な
厳
格
な
扱
い
を
受
け
ず
、

閲
覧
も
行
政
処
分
で
は
な
く
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
だ
が
、
ハ
ン

セ
ン
病
問
題
は
国
の
責
任
が
明
ら
か
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
で
作
成
・
取
得
さ
れ
た

文
書
は
説
明
責
任
を
果
た
す
資
料
と
し
て
管
理
さ
れ
る
べ
き
で
、
利
用
請
求
権
を

保
障
し
な
い
管
理
に
は
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、
歴
史
資
料
等
保
有

施
設
の
指
定
に
際
し
て
は
、
内
閣
府
が
収
蔵
品
に
公
文
書
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ



− 56 −

公
文
書
管
理
法
と
ハ
ン
セ
ン
病
問
題 

─
菊
池
恵
楓
園
蔵
「
患
者
身
分
帳
」
を
め
ぐ
っ
て
─
（
松
岡
）

（41）

と
を
確
認
す
る
。
そ
の
際
、「
か
つ
て
公
文
書
だ
っ
た
記
録
」
を
学
術
資
料
と
し
て

収
蔵
す
る
こ
と
は
認
定
時
に
限
っ
た
特
例
的
措
置
で
あ
る
。
以
後
、
保
存
期
間
を

終
え
た
公
文
書
は
歴
史
資
料
等
保
有
施
設
で
は
な
く
国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ

る
。
こ
う
し
た
方
法
が
採
ら
れ
る
の
は
、
公
文
書
が
法
の
手
順
に
沿
っ
て
正
統
な

経
緯
で
取
得
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
公
文
書
の
真
正
性
を
証
明
す
る
う
え
で
重
要

と
す
る
考
え
方
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
法
的
に
み
れ
ば
、
菊
池

恵
楓
園
の
記
録
（
文
書
管
理
は
庶
務
課
）
を
同
じ
恵
楓
園
の
歴
史
資
料
館
（
建
物

の
維
持
管
理
は
庶
務
課
、
そ
の
運
営
は
指
定
管
理
者
）
が
取
得
す
る
と
い
う
関
係

は
成
り
立
ち
え
ず
、
こ
れ
は
保
管
場
所
の
単
な
る
物
理
的
移
動
に
す
ぎ
な
い
。
特

定
歴
史
公
文
書
を
各
療
養
所
で
保
管
す
る
た
め
に
は
「
国
立
公
文
書
館
等
」
を
設

立
す
る
こ
と
が
理
論
的
に
は
あ
る
に
し
て
も
、
厳
格
な
設
置
基
準
か
ら
す
れ
ば
非

現
実
的
で
あ
っ
て
、
保
存
期
間
終
了
後
の
公
文
書
の
移
管
先
と
し
て
は
国
立
公
文

書
館
が
妥
当
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
公
文
書
に
つ
い
て
で
あ
り
、
入
所
者

自
治
会
や
個
人
の
記
録
は
各
療
養
所
が
「
歴
史
資
料
等
保
有
施
設
」
を
設
立
し
て

収
蔵
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
と
さ
れ
る

14
。

第
三
に
、
公
開
方
法
と
そ
の
範
囲
に
つ
い
て
で
あ
る
。
患
者
身
分
帳
な
ど
も
国

立
公
文
書
館
に
引
き
継
い
で
い
な
い
保
存
期
間
満
了
前
の
記
録
と
解
さ
れ
る
以
上
、

情
報
開
示
請
求
制
度
に
の
っ
と
り
行
政
庁
の
決
定
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
な
お
、
国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
た
特
定
歴
史
公
文
書
に
は
、「
時

の
経
過
」（
第
一
五
条
）
を
踏
ま
え
て
開
示
範
囲
を
拡
大
し
て
い
く
目
安
と
し
て
、

国
立
公
文
書
館
長
に
よ
り
利
用
請
求
に
対
す
る
処
分
に
係
る
審
査
基
準
が
策
定
・

公
表
さ
れ
て
い
る

15
。
ハ
ン
セ
ン
病
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
と
い
っ
た

伝
染
性
疾
患
は
、別
添
参
考
表
に
お
い
て
「
重
要
な
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、

一
定
の
期
間
は
、
当
該
情
報
を
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、

当
該
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の
」
と
し
て
八
〇
年
が
非
公
開
の
目
安
と
な
っ

て
い
る
。
本
籍
地
な
ど
の
門
地
に
関
す
る
情
報
は
表
に
は

区
分
が
な
い
も
の
の
一
四
〇
年
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
患

者
身
分
帳
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
基
準
を
一
律
に
適
用
で
き

る
か
は
疑
問
で
あ
っ
て
、
当
事
者
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、

行
政
処
分
と
し
て
の
根
拠
を
固
め
て
開
示
基
準
を
定
め
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
検
討
を
へ
て
適
切
な
公

開
基
準
が
策
定
さ
れ
る
ま
で
は
長
期
間
の
非
公
開
が
想
定

さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
下
重
氏
の
指
摘
は
、
い
ず
れ
も
現
行
法

の
も
と
で
実
務
の
現
場
に
携
わ
る
な
か
で
培
わ
れ
た
解
釈

と
経
験
に
基
づ
く
も
の
で
、
的
を
射
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
現
状
を
①
情
報
開
示
請
求
、
②
公
文
書
館
で

の
利
用
請
求
、
③
「
歴
史
資
料
等
保
有
施
設
」
に
お
け
る

学
術
資
料
閲
覧
と
い
う
三
類
型
か
ら
整
理
す
る
と
下
表
の

よ
う
に
な
る
。
個
人
情
報
保
護
法
で
は
死
者
の
個
人
情
報

は
対
象
外
と
な
る
一
方
、
特
定
歴
史
公
文
書
の
利
用
請
求

で
は
死
者
で
あ
っ
て
も
利
用
制
限
情
報
は
含
ま
れ
る
。
た

だ
し
①
②
い
ず
れ
の
場
合
も
、
不
服
申
立
に
よ
る
救
済
措

置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
博
物
館
な
ど
の
指
定
を
受
け
た
「
歴
史
資
料
等

保
有
施
設
」
で
は
、
学
術
資
料
と
し
て
利
・
活
用
が
図
ら
れ
る
も
の
の
、
公
文
書
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公
開
の
諸
制
度
に
お
け
る
利
用
制
限
に
つ
い
て
の
法
的
な
根
拠
は
統
一
的
な
基
準

は
な
く
不
服
申
立
を
行
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
下
重
報
告
は
、
歴
史
資
料
等
保
有

施
設
を
療
養
所
に
設
置
し
て
公
文
書
管
理
の
枠
外
と
し
て
し
ま
う
こ
と
で
様
々
な

課
題
が
生
じ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

四

　
公
文
書
管
理
法
に
内
在
す
る
課
題

も
っ
と
も
、
現
行
の
公
文
書
管
理
法
は
中
央
省
庁
の
政
策
決
定
過
程
に
関
す
る

事
務
文
書
に
は
馴
染
み
や
す
い
も
の
の
、
療
養
所
と
い
っ
た
出
先
機
関
の
文
書
、

特
に
個
別
の
事
例
記
録
は
残
り
に
く
い
と
い
う
性
格
を
抱
え
て
い
る
。
旧
優
生
保

護
法
の
も
と
で
不
妊
手
術
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
優
生
保
護
審
査

会
の
会
議
記
録
が
多
く
の
都
道
府
県
で
確
認
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
そ
の
一
例
と

も
い
え
る

16
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
る
と
、
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
す
る
公
文
書
の
保
存
と

活
用
を
考
え
た
際
、
現
行
の
公
文
書
管
理
法
に
も
課
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
筆
者
は
下
重
報
告
を
聞
き
、
以
下
の
二
点
を
課
題
と
し
て
指
摘
し
た
。

第
一
に
、
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
対
象
の
妥
当
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
下
重
報

告
第
一
の
論
点
で
述
べ
た
よ
う
に
、
未
登
録
文
書
を
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
に

登
録
し
て
い
く
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
レ
コ
ー
ド
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
策
定

基
準
に
照
ら
せ
ば
、
移
管
対
象
は
相
当
程
度
絞
り
込
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

厚
生
労
働
省
文
書
管
理
規
程
で
は
、
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
対
象
と
し
て
、

次
の
よ
う
な
四
つ
の
基
本
的
な
考
え
方
を
示
し
て
い
る

17
。

【
Ⅰ
】
国
の
機
関
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
組
織
及
び
機
能
並
び
に
政
策
の
検

討
過
程
、
決
定
、
実
施
及
び
実
績
に
関
す
る
重
要
な
情
報
が
記
録
さ
れ
た

文
書

【
Ⅱ
】
国
民
の
権
利
及
び
義
務
に
関
す
る
重
要
な
情
報
が
記
録
さ
れ
た
文
書

【
Ⅲ
】
国
民
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
、
自
然
環
境
等
に
関
す
る
重
要
な
情
報
が

記
録
さ
れ
た
文
書

【
Ⅳ
】
国
の
歴
史
、
文
化
、
学
術
、
事
件
等
に
関
す
る
重
要
な
情
報
が
記
録
さ

れ
た
文
書

こ
れ
に
加
え
て
、
一
九
五
二
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
前
の
文
書
は

国
立
公
文
書
館
に
移
管
す
る
こ
と
、
ま
た
東
日
本
大
震
災
や
天
皇
退
位
、
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
な
ど
特
定
の
事
案
に
つ
い
て
も
移
管
を
指
示
す

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
関
し
て
は
「
元
家
族
へ

の
補
償
法
（
令
和
元
年
度
）」
が
指
定
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
一
九
五
二
年
の

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
か
ら
、
公
文
書
管
理
法
が
施
行
さ
れ
る
二
〇
一
一

年
ま
で
に
は
、
例
え
ば
一
九
五
三
年
に
お
け
る
ら
い
予
防
法
の
制
定
と
一
九
九
六

年
の
廃
止
、
二
〇
〇
一
年
に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
隔
離
違
憲
国
家
賠
償
請
求
訴
訟

熊
本
地
裁
判
決
と
そ
の
直
後
に
成
立
し
た
補
償
法
、
冒
頭
で
あ
げ
た
二
〇
〇
八
年

に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
基
本
法
の
制
定
な
ど
、
い
く
つ
も
の
重
要
な
局
面
展

開
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
療
養
所
の
現
場
で
ど
の
よ
う
な
対
応
が
あ
り
、
入
所
者
・

退
所
者
・
職
員
・
地
域
の
な
か
に
ど
の
よ
う
な
反
応
が
あ
っ
た
か
、
こ
れ
ら
を
移

管
対
象
と
す
る
指
示
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。

一
方
、
未
登
録
文
書
の
遡
及
登
録
状
況
は
注
13
で
示
し
た
光
明
園
の
事
例
の
よ

う
に
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
か
ら
も
類
推
す
る
こ
と
が
可
能
だ
が
、
各
療
養

所
で
取
り
組
み
状
況
に
は
か
な
り
の
差
が
予
想
さ
れ
る
。
一
方
、
公
文
書
管
理
法
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に
よ
り
事
業
所
ご
と
に
文
書
保
存
期
間
を
定
め
た
表
（「
標
準
文
書
保
存
期
間
基

準
」）
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
菊
池
恵
楓
園
で
も
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
閲
覧
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
の

18
、
全
課
の
す
べ
て
の
文
書
が
少
な
く
と
も
現
場
レ
ベ
ル
で

は
「
廃
棄
」
す
る
方
針
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
場
の
判

断
の
妥
当
性
を
国
立
公
文
書
館
で
は
実
際
の
廃
棄
簿
か
ら
確
認
し
て
い
る
。
な
お
、

一
九
三
〇
年
に
策
定
さ
れ
た
長
島
愛
生
園
庶
務
細
則
で
は
「
例
規
若
ハ
沿
革
誌
ノ

材
料
ト
ナ
ル
ベ
キ
文
書
又
ハ
特
ニ
重
要
ナ
リ
ト
認
ム
ル
文
書
ハ
第
一
種
〔
注
、
永

久
保
存
〕
ト
ス
」
と
さ
れ
、
一
九
五
一
年
の
「
文
書
保
存
整
理
規
定
」
で
は
「
一
、

例
規
若
は
沿
革
史
の
材
料
と
な
る
も
の
／
二
、
官
報
・
公
報
・
諸
統
計
で
重
要
な

も
の
／
三
、
許
可
・
認
可
・
承
認
・
免
許
又
は
契
約
等
で
重
要
な
も
の
／
四
、
法

人
に
関
す
る
も
の
／
五
、
職
員
の
進
退
に
関
す
る
も
の
で
重
要
な
も
の
／
六
、
国

庫
金
の
出
納
に
関
す
る
も
の
／
七
、
法
規
の
施
行
に
関
す
る
訓
令
・
指
令
・
通
達

告
示
・
内
規
等
で
重
要
な
も
の
／
八
、
報
告
・
届
出
・
復
命
又
は
調
査
で
あ
っ
て

特
に
重
要
な
も
の
／
九
、
会
計
上
の
証
拠
書
類
で
重
要
な
も
の
／
十
、
其
の
他
庶

務
課
長
が
永
久
保
存
を
必
要
と
認
め
る
も
の
」
な
ど
と
、
療
養
所
と
し
て
永
久
に

保
存
す
べ
き
文
書
の
類
型
を
示
し
て
い
た

19
。
公
文
書
管
理
法
が
こ
れ
ら
の
規
程

を
上
書
き
し
た
こ
と
で
、
廃
棄
も
可
能
と
な
っ
た
の
が
現
状
と
い
え
る
。
療
養
所

の
現
場
の
記
録
を
ど
の
程
度
残
す
か
、
厚
生
労
働
省
文
書
管
理
規
程
を
弾
力
的
に

運
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
ろ
う
が
、「
患
者
身
分
帳
」
の
み
で
も
五
千
点
を
超
え

る
。
そ
の
前
提
と
し
て
各
療
養
所
の
未
登
録
文
書
の
分
量
が
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
し
、
移
管
先
と
な
る
国
立
公
文
書
館
自
体
の
収
蔵
余
力
も
問
わ
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。

ま
た
、
菊
池
恵
楓
園
で
は
九
千
点
に
近
い
診
療
録
（
カ
ル
テ
）
が
確
認
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
こ
れ
も
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
。
医

師
法
二
四
条
に
よ
る
診
療
録
の
保
存
期
間
（
五
年
）
の
規
程
を
踏
ま
え
、
大
島
青

松
園
（
香
川
県
）・
星
塚
敬
愛
園
（
鹿
児
島
県
）
な
ど
は
保
存
期
間
経
過
後
に
廃
棄

す
る
と
す
る
一
方
、
栗
生
楽
泉
園
（
群
馬
県
）・
邑
久
光
明
園
で
は
保
存
期
間
満
了

後
の
態
度
を
未
定
と
し
て
戦
前
の
診
療
録
等
の
登
録
を
行
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
も

各
療
養
所
で
の
対
応
は
分
か
れ
て
い
る
。

第
二
の
問
題
と
し
て
利
用
審
査
基
準
を
あ
げ
た
い
。
先
に
あ
げ
た
国
立
公
文
書

館
の
利
用
審
査
基
準
は
多
く
の
自
治
体
文
書
館
で
参
照
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

は
完
全
に
公
に
な
る
ま
で
の
時
期
の
目
安
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の

期
間
は
部
分
開
示
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
患
者
身
分
帳
の
分
析
を

行
う
際
に
も
本
籍
地
の
情
報
は
郡
レ
ベ
ル
ま
で
に
と
ど
め
て
、
町
村
以
下
は
伏
せ

て
い
る
。
た
だ
し
、
熊
本
県
飽
託
郡
花
園
町
は
患
者
の
集
住
地
と
し
て
、
菊
池
恵

楓
園
の
あ
り
方
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
特
別
な
場
所
で
あ
っ
て
、
他
の

地
名
と
同
様
に
伏
せ
て
し
ま
え
ば
理
解
を
損
ね
る
。
こ
う
し
た
開
示
の
範
囲
も
移

管
基
準
と
同
様
に
慎
重
な
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。
こ
こ
に
当
事
者
の
意
見
が
十

分
反
映
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
研
究
倫
理
審
査
を
課
す
こ
と
は

こ
う
し
た
開
示
範
囲
の
分
析
に
必
要
な
情
報
を
収
集
す
る
う
え
で
も
有
効
で
あ
っ

て
、
過
渡
的
工
夫
と
み
な
さ
れ
よ
う
。
公
文
書
の
公
開
に
あ
た
り
、
医
療
情
報
は

高
度
な
判
断
を
要
す
る
精
緻
な
基
準
を
作
成
し
に
く
い
と
い
う
特
性
が
あ
る
。
そ

こ
で
倫
理
審
査
会
と
い
う
場
で
客
観
的
な
審
査
を
行
う
こ
と
で
、
菊
池
恵
楓
園
で

は
内
部
構
成
員
の
利
用
で
あ
っ
て
も
審
査
と
承
認
を
得
な
け
れ
ば
開
示
で
き
な
い

と
い
う
ル
ー
ル
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
の
条
文
と
い
う
形
式
で
根
拠
を

持
つ
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
法
の
趣
旨
を
尊
重
し
た
特
段
の
措
置
と
み
な
す
こ
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と
も
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。

最
も
懸
念
さ
れ
る
の
は
、
公
文
書
管
理
法
適
用
す
る
た
め
の
こ
れ
ら
の
諸
課
題

を
検
討
し
て
い
る
う
ち
に
、
結
果
と
し
て
入
所
者
や
関
係
者
の
時
間
が
失
わ
れ
る

こ
と
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
行
政
処
分
を
行
う
上
で
の
正
当
な
根
拠
を
固
め
て
い

く
た
め
の
慎
重
な
検
討
を
不
要
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。

以
上
の
現
行
法
の
運
用
上
の
問
題
に
加
え
て
、
第
三
の
課
題
と
し
て
、
記
録
が

現
地
で
保
存
さ
れ
る
こ
と
の
意
義
を
提
起
し
て
お
き
た
い
。
現
在
各
療
養
所
に
眠

る
未
登
録
文
書
は
公
文
書
管
理
法
が
制
定
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
、
場
合
に
よ
っ

て
は
当
時
の
規
程
を
無
視
し
て
、
各
園
で
残
さ
れ
て
き
た
記
録
と
も
い
え
る
。
歴

史
資
料
等
保
有
施
設
の
問
題
点
が
整
理
さ
れ
、
ま
た
各
療
養
所
に
国
立
公
文
書
館

等
を
設
立
す
る
こ
と
も
非
現
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
な
お
記
録
を
現
地
か
ら
引
き

離
し
て
し
ま
っ
て
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
年
の
人
類
学
に
お
け
る
遺
骨
返
還
問

題
の
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く

20
、「
学
術
資
料
」
が
現
地
か
ら
持
ち
去
ら
れ
た
過

去
の
反
省
を
踏
ま
え
な
が
ら
の
研
究
の
再
構
築
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
長
島
愛
生

園
で
は
、
二
〇
二
三
年
か
ら
百
年
史
（
仮
）
の
編
さ
ん
が
開
始
さ
れ
、
こ
こ
で
は

園
の
初
代
園
長
で
あ
り
ハ
ン
セ
ン
病
政
策
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
光
田
健
輔
医

師
に
つ
い
て
の
歴
史
的
評
価
も
当
然
そ
の
論
点
と
な
る
。
現
在
も
入
所
者
間
で
そ

の
評
価
が
乖
離
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
療
養
所
の
運
営
実
態
か
ら
具
体
的

に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
百
年
史
は
長
島
愛
生
園
が
療
養
所
と
し
て
作
る
最

後
の
園
史
と
な
ろ
う
。
編
さ
ん
委
員
会
に
は
自
治
会
も
参
画
し
て
お
り
、
そ
こ
で

の
期
待
は
大
き
い
。
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
は
国
民
的
課
題
で
あ
る
と
同
時
に
地
域
の

課
題
で
も
あ
る
。
記
録
が
地
域
に
あ
る
こ
と
で
学
び
を
担
保
す
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

な
お
、
分
科
会
に
お
い
て
は
、
入
所
者
の
立
場
か
ら
屋
猛
司
氏
（
邑
久
光
明
園

入
所
者
自
治
会
長
）
が
光
明
園
で
も
書
庫
の
整
備
を
進
め
た
い
と
考
え
て
い
る
こ

と
、
法
と
の
関
係
で
公
文
書
の
収
蔵
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
自
治
会
の
記
録
な

ど
を
保
存
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
と
い
う
見
通
し
に
加
え
、
特
に
各
療
養
所
で
自

治
会
が
機
能
を
停
止
す
る
前
に
方
向
性
を
出
し
て
ほ
し
い
と
い
う
意
見
を
述
べ
た
。

ま
た
、
支
援
者
の
立
場
か
ら
亀
浜
玲
子
氏
（
ハ
ン
セ
ン
病
と
人
権
市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
宮
古
）
は
当
事
者
を
含
む
協
議
の
場
を
設
置
し
議
論
を
急
ぐ
こ
と
を
求
め
た
発

言
が
あ
っ
た
。
質
疑
応
答
で
は
、
現
地
に
記
録
を
留
め
て
お
く
ア
イ
デ
ア
と
し
て
、

未
登
録
文
書
は
保
存
期
間
未
定
の
文
書
と
し
て
登
録
し
、
整
備
さ
れ
た
書
庫
は
公

文
書
保
管
庫
と
し
て
供
用
す
る
と
い
う
提
案
が
下
重
氏
か
ら
な
さ
れ
る
な
ど
、
総

じ
て
当
事
者
を
交
え
た
協
議
の
必
要
性
を
確
認
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

五

　
ハ
ン
セ
ン
病
市
民
学
会
分
科
会
後
の
動
向

全
国
の
療
養
所
入
所
者
が
八
〇
〇
人
を
割
り
込
む
な
か
で
、
逐
次
刊
行
物
を
休

刊
す
る
療
養
所
や
、
自
治
会
活
動
が
困
難
と
な
る
療
養
所
も
出
て
き
て
お
り
、
各

療
養
所
の
歴
史
の
継
承
は
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
記

録
に
関
し
て
分
科
会
後
に
注
目
さ
れ
る
動
向
と
し
て
二
点
を
挙
げ
る
。

第
一
は
、「
歴
史
資
料
等
保
有
施
設
」
の
指
定
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
統
一
交

渉
団
は
厚
労
相
に
「
令
和
五
年
度
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
対
策
協
議
会
統
一
要
求
書
」

に
お
い
て
、
歴
史
的
文
書
・
資
料
等
の
今
後
の
保
存
の
あ
り
方
に
つ
い
て
見
解
を

糺
し
た
の
に
対
し
、
厚
労
省
は
六
月
付
の
回
答
で
、
菊
池
恵
楓
園
歴
史
資
料
館
が

歴
史
資
料
等
保
有
施
設
と
し
て
指
定
可
能
か
を
内
閣
府
に
照
会
し
「
歴
史
資
料
等
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保
有
施
設
へ
の
指
定
要
件
は
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条

の
定
め
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
、
そ
の
上
で
、
現
に
保
有
し
て
い
る
行
政
文
書
の

整
理
を
す
る
な
ど
の
準
備
も
必
要
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
後
相
談
し
て

い
き
た
い
。」
と
の
回
答
を
得
た
と
述
べ
る
。
内
閣
府
か
ら
の
回
答
を
踏
ま
え
て
、

七
月
に
開
催
予
定
の
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
施
設
長
連
絡
会
議
で
、
各
療
養
所

に
対
し
調
査
実
施
に
関
す
る
指
示
を
行
う
べ
く
準
備
を
行
っ
て
い
る
と
も
述
べ
て

お
り

21
、
未
登
録
文
書
の
調
査
に
取
り
組
む
こ
と
が
目
睫
の
課
題
と
し
て
具
体
化

し
つ
つ
あ
る
段
階
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
課
題
が
指
摘
さ
れ
た
歴
史
資
料
等
保

有
施
設
へ
の
指
定
が
強
力
に
推
進
さ
れ
る
と
い
う
状
況
か
ら
は
遠
い
。

第
二
に
、
長
島
愛
生
園
で
解
剖
録
の
調
査
が
着
手
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
二
〇
二
二
年
九
月
の
時
点
で
、
同
園
に
は
一
八
三
四
名
分
の
解
剖
録
が

存
在
す
る
こ
と
が
公
表
さ
れ
た
。
一
九
三
一
年
五
月
か
ら
一
九
四
四
年
一
二
月
ま

で
解
剖
数
は
一
二
九
八
例
で
あ
り
、
こ
の
期
間
の
死
亡
者
一
三
三
四
名
に
対
し

て
剖
検
率
は
九
七
・
三
％
に
な
る
と
い
う

22
。
菊
池
恵
楓
園
と
異
な
り
、
長
島
愛

生
園
で
は
カ
ル
テ
や
解
剖
録
の
整
理
に
学
芸
員
は
関
与
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
、

二
〇
二
二
年
一
一
月
に
公
表
さ
れ
た
邑
久
光
明
園
の
病
理
解
剖
検
証
報
告

23
に
お

い
て
も
第
三
者
に
直
接
解
剖
録
が
開
示
さ
れ
た
う
え
で
の
イ
ン
カ
メ
ラ
審
査
が
行

わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
記
録
へ
の
ア
ク
セ
ス
自
体
が
困
難

な
状
態
に
あ
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
長
島
愛
生
園
に
お
い
て
解
剖
録
の
調
査
に
あ

た
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
木
村
真
三
氏
（
獨
協
医
科
大
学
）
で
、
愛
媛
県
か
ら

一
九
三
九
年
に
入
所
し
た
大
伯
父
に
あ
た
る
木
村
仙
太
郎
の
記
録
に
つ
い
て
、
遺

族
の
立
場
か
ら
開
示
請
求
し
た
こ
と
が
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
仙
太
郎
の
記

録
は
長
島
愛
生
園
歴
史
館
で
も
二
〇
二
二
年
一
〇
月
か
ら
今
年
三
月
末
ま
で
展
示

さ
れ
た
ほ
か
、
本
年
六
月
に
は
二
〇
二
三
年
八
月
に
は
二
例
目
と
な
る
カ
ル
テ
の

遺
族
開
示
も
実
現
し
て
い
る
。
木
村
氏
の
場
合
は
、
科
学
研
究
費
の
研
究
課
題
に

採
択
さ
れ
今
後
三
年
間
か
け
て
分
析
に
取
り
組
む
と
の
こ
と
で
あ
る

24
。
こ
れ
が

療
養
所
に
お
け
る
医
学
研
究
水
準
の
解
明
の
み
な
ら
ず
、
記
録
の
利
用
の
手
順
な

ど
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
の
立
場
か
ら
の
有
益
な
蓄
積
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た

い
。

む
す
び
に
か
え
て

菊
池
恵
楓
園
が
所
蔵
す
る
患
者
身
分
帳
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
あ
る
。
別

稿
で
考
察
し
た
一
九
二
七
年
の
九
州
療
養
所
に
お
け
る
軽
快
退
所
制
度
自
体
も
、

統
計
上
か
ら
は
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
お

け
る
啓
発
に
お
い
て
、
発
病
即
終
生
隔
離
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
依
然
と
し
て
強
固

な
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
一
九
〇
七
年
法
の
も
と
で
は
、
重
症
に
も
か
か
わ
ら

ず
扶
養
義
務
者
が
あ
る
た
め
入
所
で
き
な
い
、
逆
に
軽
症
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
適
当
な
扶
養
義
務
者
が
な
い
た
め
入
所
さ
せ
続
け
る
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
て

い
た
。
療
養
所
の
病
床
数
が
限
ら
れ
る
な
か
で
、
医
療
資
源
の
適
切
な
配
分
を
め

ぐ
っ
て
医
学
的
論
争
も
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
を
後
景
に
し
つ
つ
、
九

州
療
養
所
が
実
際
に
軽
快
退
所
を
許
可
す
る
か
ど
う
か
は
、
本
人
が
軽
症
で
あ
っ

て
退
所
の
意
思
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
退
所
後
の
生
活
の
見
通
し
、
と
り

わ
け
親
族
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト
が
得
ら
れ
る
か
が
鍵
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
う

し
た
関
心
に
か
ら
身
上
調
査
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
治

療
法
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
近
代
日
本
に
お
い
て
も
、
少
数
で
は
あ
る
が
症
状
の
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軽
快
に
よ
る
退
所
は
確
か
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
少
数
し
か
実
現
し
な
か
っ

た
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
条
件
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
そ
し
て
様
々
な
可
能

性
が
あ
る
な
か
で
、
一
九
三
一
年
に
癩
予
防
法
が
成
立
し
て
ゆ
く
意
味
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
、
新
し
い
視
角
と
新
し
い
論
点
を
補
い
な
が
ら
、
事
実
に
基
づ
き
、

啓
発
の
幹
が
太
く
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
重
要
な
の
は
ハ
ン
セ
ン
病
問

題
基
本
法
が
、
国
が
関
係
者
の
「
名
誉
の
回
復
」
を
果
た
す
た
め
に
ハ
ン
セ
ン
病

資
料
館
の
設
置
を
あ
え
て
書
い
た
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
施
設
が
地
域

の
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
も
つ
な
か
で
、
将
来
的
な
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
配
置
を
期

待
し
た
い
。
一
方
、
学
芸
員
と
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
双
方
の
連
携
は
Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
に
よ
る

二
〇
二
二
年
の
博
物
館
の
新
し
い
定
義
に
包
摂
的
・
多
様
性
・
持
続
可
能
性
が
重

視
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
一
九
九
六
年
に
Ｉ
Ｃ
Ａ
が
策
定
し
た
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
倫

理
綱
領
と
し
て
専
門
分
野
を
超
え
た
協
力
が
う
た
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
楽
観
で
き

る
25

。
そ
の
な
か
で
地
域
社
会
自
身
が
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
を
考
え
、
解
決
し
て
い

く
道
筋
を
た
ど
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

〔
注
〕

１

　

�

筆
者
は
こ
う
し
た
関
心
か
ら
入
所
者
の
自
治
会
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
（
松
岡
『
ハ
ン
セ
ン

病
療
養
所
と
自
治
の
歴
史
』み
す
ず
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）。

２

　

�

野
上
玲
子
・
原
田
寿
真
「
明
治
期
に
入
所
し
た
患
者
関
連
文
書
か
ら
見
る
九
州
療
養
所
（
菊

池
恵
楓
園
）」（『
日
本
ハ
ン
セ
ン
病
学
会
雑
誌
』
八
七
巻
一
号
、
二
〇
一
八
年
）。
な
お
、

二
〇
一
九
年
に
は
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館
お
よ
び
各
療
養
所
の
社
会
交
流
会
館
学
芸
員
に

よ
り
資
料
調
査
研
究
会
が
組
織
さ
れ
た
柏
木
亨
介「
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
歴
史
資
料
保
存
に

関
す
る
調
査
報
告
」（『
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館
研
究
紀
要
』七
号
、
二
〇
二
〇
年
）が
あ
る
。

３

　

�

課
題
名
「
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
の
歴
史
資
料
か
ら
見
る
医
療
の
実
態
と
患
者
の
処
遇

（
一
九
〇
九
年
～
一
九
四
一
年
）」（
実
施
責
任
者
・
野
上
玲
子
、
国
立
療
養
所
菊
池
恵
楓
園
倫

理
委
員
会
承
認
番
号
〇
三
―
一
七
、二
〇
二
一
年
一
〇
月
一
二
日
）

４

　

�

松
岡「
昭
和
初
期
の
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
お
け
る
軽
快
退
所
事
例
に
つ
い
て
」（『
文
明
動
態

学
』二
巻
、
二
〇
二
三
年
）。

５

　

�

原
田
寿
真「
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
が
収
蔵
す
る「
行
政
文
書
」は
ど
の
よ
う
に
管
理
さ
れ
る
べ
き

か
」
分
科
会
第
３
（
報
告
要
旨
）、
二
〇
二
二
年
六
月
一
二
日
）。
第
一
六
回
ハ
ン
セ
ン
病
市
民

学
会
全
国
交
流
集
会in

長
野

　
　

�http://jinkennagano.com
/event/16kaihansenzenkokutaikai/siryou.htm

l

（
以
下
、

Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
最
終
確
認
は
全
て
二
〇
二
三
年
一
一
月
一
日
付
）

６

　

�

原
田
寿
真
監
修
『
史
料
で
読
み
直
す
菊
池
恵
楓
園
、
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
歴
史
』（
菊
池
恵
楓

園
入
所
者
自
治
会
、
二
〇
二
一
年
）、
九
三
頁
。

７

　

�

関
連
す
る
記
録
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
国
賠
弁
護
団
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
表
さ
れ
て
い
る
。

https://w
w
w
.hansenkokubai.gr.jp/index.htm

l

８

　

�

ハ
ン
セ
ン
病
回
復
者
や
ご
家
族
の
情
報
が
記
載
さ
れ
た
文
書
に
つ
い
て（
長
野
県
）

　

https://
w
w
w
.pref.nagano.lg.jp/jinken-danjo/kurashi/jinkendanjo/jinken/m

ain/
hansen/bunsho.htm

l

９

　

�

ハ
ン
セ
ン
病
国
賠
弁
護
団（
二
〇
二
一
年
度
定
期
協
議
会
）

　
　

https://w
w
w
.hansenkokubai.gr.jp/topics/20211130.htm

l

10

　

�「
全
療
協
ニ
ュ
ー
ス
」一
〇
七
四
号
、
二
〇
二
二
年
四
月
一
日

11

　

�

厚
生
労
働
省

　

https://w
w
w
.m

hlw
.go.jp/content/000988991.pdf

12

　

�

ハ
ン
セ
ン
病
国
賠
弁
護
団（
二
〇
二
二
年
度
定
期
協
議
会
）

　
　

�https://w
w
w
.hansenkokubai.gr.jp/topics/20220927.htm

l

13

　

�

こ
う
し
た
例
は
す
で
に
実
在
し
、
例
え
ば
国
立
療
養
所
邑
久
光
明
園
事
務
部
福
祉
課
医
事
係

が
一
九
四
一
年
四
月
一
日
に
作
成
し
た「
死
亡
退
所
患
者
票
」の
保
存
期
間
は「
常
用
」で
あ
り
、

保
存
期
間
満
了
時
期
も
未
定
、
保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
も
「
未
定
」
と
し
て
行
政
文
書
フ
ァ

イ
ル
管
理
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。

14

　

�

た
だ
し
、
自
治
会
が
入
所
者
作
業
の
管
理
業
務
を
実
質
的
に
療
養
所
か
ら
請
け
負
っ
て
い
た

こ
と
を
示
す
記
録
が
存
在
す
る
こ
と
、
逆
に
療
養
所
が
か
つ
て
廃
棄
し
た
公
文
書
を
入
所
者

が
収
集
・
保
管
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
事
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
峻
別
は
容
易
な
も
の

と
も
考
え
に
く
い
。
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公
文
書
管
理
法
と
ハ
ン
セ
ン
病
問
題 

─
菊
池
恵
楓
園
蔵
「
患
者
身
分
帳
」
を
め
ぐ
っ
て
─
（
松
岡
）

（47）

15

　

�

独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
に
お
け
る
公
文
書
管
理
法
に
基
づ
く
利
用
請
求
に
対
す
る
処

分
に
係
る
審
査
基
準（
平
成
二
三
年
四
月
一
日
館
長
決
定
、
最
終
改
正
令
和
四
年
四
月
一
日
）�

16

　
�

優
生
保
護
法
に
関
す
る
国
の
調
査
結
果
は
、
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
・
参
議
院
厚
生
労
働

委
員
長「
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
に
対
す
る
一
時
金
の
支
給
等
に

関
す
る
法
律
第
21
条
に
基
づ
く
調
査
報
告
書
」（
二
〇
二
三
年
六
月
、
特
に
第
二
編
第
四
章
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

17

　

�

厚
生
労
働
省（
行
政
文
書
管
理
規
則
別
表
第
２
）

　
　

https://w
w
w
.m

hlw
.go.jp/content/001105336.pdf

18

　

�

菊
池
恵
楓
園

　
　

�https://w
w
w
.m

hlw
.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/hansen/

keifuen/bunsyo.htm
l

19

　

�

松
岡「
ハ
ン
セ
ン
病
関
係
資
料
の
保
存
と
活
用
の
た
め
に
」（『
岡
山
地
方
史
研
究
』一
一
四
号
、

二
〇
〇
八
年
）。

20

　

�

瀬
口
典
子
「
遺
骨
返
還
運
動
か
ら
学
ぶ
先
住
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
共
に
歩
む
人
類
学
」（『
第

五
五
回
日
本
文
化
人
類
学
会
研
究
大
会
発
表
要
旨
集
』二
〇
二
一
年
）

21

　

�

ハ
ン
セ
ン
病
国
賠
弁
護
団（
二
〇
二
三
年
度
定
期
協
議
会
）

　
　

https://w
w
w
.hansenkokubai.gr.jp/topics/20230622.htm

l

22

　

�

山
本
典
良「
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
で
施
行
さ
れ
た
遺
体
病
理
解
剖
に
つ
い
て
の
私
見
」（『
愛
生
』

八
三
〇
号
、
二
〇
二
一
年
）

23

　

�

邑
久
光
明
園

　
　

�https://w
w
w
.m

hlw
.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/hansen/

kom
yo/files/from

_kom
yo/verification_report/verification_report_20221124.pdf

24

　

�「
カ
ル
テ
・
解
剖
録
か
ら
見
る
ハ
ン
セ
ン
病
研
究
の
変
遷
」

　
　

https://kaken.nii.ac.jp/grant/K
A
K
EN

H
I-PRO

JECT
-23K

17530/

25

　

�

ハ
ン
セ
ン
病
市
民
学
会
分
科
会
に
お
い
て
も
、
小
川
千
代
子
氏
（
国
際
資
料
研
究
所
）
が
こ
の

倫
理
綱
領
に
つ
い
て
記
録
の
排
他
的
占
有
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
解
説
し
た
。
倫

理
綱
領
に
つ
い
て
は
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
を
参
照
の
こ
と

　
　（http://w

w
w
.jsai.jp/file/archi.htm

l

）。

付
記本

稿
作
成
に
あ
た
り
、
遠
藤
隆
久
（
ハ
ン
セ
ン
病
市
民
学
会
）、
下
重
直
樹
（
学
習
院
大
学
）、
髙

野
弘
之（
武
蔵
野
市
）、
森
本
祥
子（
東
京
大
学
）の
各
氏
か
ら
多
く
の
教
示
を
得
た
。
記
し
て
お

礼
を
申
し
上
げ
る
。


